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様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 山口芸術短期大学 
設置者名 学校法人 宇部学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

 

保育学科 
夜 ・

通信 
 

9 35 44 7  

芸術表現学科 
夜 ・

通信 
11 66 77 7  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/ 
 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由） 

 

  

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/
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様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 山口芸術短期大学 
設置者名 学校法人 宇部学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/ 
 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 元高等学校教頭 

令和６年４

月～令和 10

年３月 

学校法人の運営に

多様な意見を取り

入れ、経営機能の強

化を図る。 

       

（備考）非常勤の理事（学外者）１名が任期中の令和６年６月に逝去したため、８月

中に理事会において後任の理事を選任する予定。 

 

 

  

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/
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様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 山口芸術短期大学 

設置者名 学校法人 宇部学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 

（授業計画の作成・公表に係る取組の概要） 

本学では、カリキュラム・ポリシーに評価の方針を明記するとともに、学則及

び「履修方法に関する規程」、「単位認定及び試験に関する規程」を定め、学修成

果の厳格かつ適正な評価に努めている。 

授業計画書(シラバス)の作成については、履修方法に関する規程第５条第１項

及び第２項の規定に基づき、授業科目毎にシラバス作成要領に則ったシラバスを

作成しており、授業形態(方法)、ナンバリングコード、授業概要、到達目標、到

達目標とディプロマ・ポリシーに掲げる学修成果との関連性、授業計画、アクテ

ィブ・ラーニングの内容、成績評価の方法・基準に加え、課題等のフィードバッ

クの具体的方法、時間外学習の内容や時間、参考となるテキスト・参考書、授業

担当者の実務経験等を明確に記載している。シラバス作成の最終調整では、授業

担当者・担当課以外の教員によるチェック体制があり、学生にわかりやすいシラ

バス作成に努めている。 

シラバスは、ホームページで公開し、年度当初のオリエンテーション等で活用

している。 

授業計画書の公表方法 
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/ 
 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/
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（各授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

本学では、カリキュラム・ポリシーに評価の方針を明記するとともに、学則及

び「履修方法に関する規程」、「単位認定及び試験に関する規程」に成績の評価の

方法・基準を定め、「学生ハンドブック 2024」にわかりやすく記載して、年度当初

のオリエンテーションで学科教務担当が説明している。 

各授業においては、前段で記載した各規程に則った授業毎の評価方法・基準を

シラバスに示し、授業担当者が初回の授業時間に学生に周知している。シラバス

には、筆記試験や実技試験、レポート、プレゼンテーション、制作作品、グループ

活動の貢献度等、多様な方法を評価割合とともに示し、評価基準には、評価で重

視する観点などを示している。授業担当者は、各規程やシラバスに示した評価方

法・基準に基づき、学修成果の厳正かつ適正な評価を行っている。 

「卒業研究」については、各学科で「子ども総合研究Ⅰ・Ⅱ」(保育学科)、「卒

業研究(芸術表現学科)を設け、研究論文、演奏、創作等の通年の専門演習科目を、

シラバスに記載した成績評価基準に基づき、実施している。その際、いずれも研

究発表を義務づけ、評価方法と評価基準を明示し、学修成果の厳正かつ適正な評

価を行っている。 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 

（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

本学では、成績評価については、学則第 19 条第 2 項に規定されているＳ(90～

100 点)、Ａ(80～89 点)、Ｂ(70～79 点)、Ｃ(60～69 点)、Ｄ(60 点未満)の 100

点法・５段階評価に加えて、ＧＰＡ制度を導入しており、ホームページで公表し

ている。 

ＧＰＡは、学内の運用規程で定めた算定方法(Ｓの単位数×４＋Ａの単位数×

３＋Ｂの単位数×２＋Ｃの単位数×１)÷(履修登録単位数)により算出し、学生

への履修指導や各種奨学生、学長表彰の選考等の使用に加え、履修登録単位数上

限の緩和や成績分布状況の把握にも活用している。 

授業科目別に履修者全員のＧＰの平均を算出し、成績評価が著しく易しい（あ

るいは厳しい）授業科目がないかを確認し、学修成果の厳正かつ適正な評価に努

めている。 

また、ホームページには、ＧＰＡの算出方法及び成績の分布状況を公開してお

り、学生が自分自身の成績の位置を確認できるようにしている。 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

ＧＰＡ制度 

ＧＰＡ数値分布状況 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy-
assessment/ 
 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy-
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（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

本学は、建学の精神「至誠」にもとづき、芸術によって育まれた豊かな感性と

創造性を礎として、時代の変化に対応しながら「未来」を切り拓くことができる

人材の育成を教育理念としており。その教育理念にもとづいて学科ごとの教育目

的を定めている。 

これらの建学の精神・教育理念・教育目的を踏まえて、学生が身につけるべき

資質・能力の目標を明確に示した卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシ

ー)を策定し、「学生ハンドブック 2024」に掲載してオリエンテーション等で周知

するとともに、関係者はホームページで閲覧することができる。 

卒業の認定に当たっては、ディプロマ・ポリシーに則り、以下に示す⑴～⑷の、

目標とする学修成果(学士力)を身につけていること、かつ、短期大学に２年以上

在籍し、学則や学位規程、履修方法に関する規程等に定められた要件が満たされ

ていること等を教授会で確認・審議し、その意見に基づき学長が決定している。 

 

⑴ 態度・志向性：社会で生きていくための基本的な態度を身につけ、地域社会

に貢献する意欲をもっている。 

⑵ 汎用的能力：社会生活に必要な能力を身につけ、状況に応じて活用できる。 

⑶ 専門的知識・技能：専攻する専門分野における基礎的な知識・技能を修得し

ている。 

⑷ 総合的な学修経験と創造的思考力：修得した知識・技能等を総合的に活用し、

直面する課題にそれらを適用して解決することができる。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/ 
  

 

  

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/
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様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 山口芸術短期大学 

設置者名 学校法人宇部学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/ 

収支計算書又は損益計算書 https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/ 

財産目録 https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/ 

事業報告書 https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/ 

監事による監査報告（書） https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/ 
 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：山口芸術短期大学事業計画  対象年度：令和６年度） 

公表方法： https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/ 
中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/evaluation/ 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 
公表方法：https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/evaluation/ 
 

 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/evaluation/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/evaluation/
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（３）学校教育法施行規則第 172 条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業又は修了の認定に関する方針、教育課程の編成及び実

施に関する方針、入学者の受入れに関する方針の概要 

学部等名 山口芸術短期大学 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/split/） 

（概要） 

本学の教育研究上の目的は、学則第 1 条に、「教育基本法及び学校教育法の定め

るところに従い、本学の建学理念「至誠」の精神に基づき、深く専門の学芸を教授

研究し、職業又は実際生活に必要な能力の育成、並びに芸術文化の修得により、人

間味豊かな格調の高い人格の育成を図るとともに、地域社会の発展に寄与するこ

と」と規定している。 

また、この学則第 1 条を受け、「山口芸術短期大学ガバナンス・コード」には、

以下のようにそれぞれ分けた形で明記し、ホームページで公開している。 

 

・ガバナンス・コードにおける【短期大学の教育目的及び研究目的】 

① 短期大学の教育目的及び研究目的 

教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、本学の建学の精神「至誠」

の精神に基づき、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な

能力の育成、並びに芸術文化の修得により、人間味豊かな格調の高い人格の

育成を図るとともに、地域社会の発展に寄与することを教育目的とします。  

また、それぞれの専門領域において最先端の知識を集積し、専門性を深め、

学問の発展に貢献するとともに、新たな教育手法を開発・実践し、地域社会の

発展に寄与することを研究目的とします。 

② 芸術表現学科の教育目的 

教育理念にもとづき、広い視野で変化に適応し、地域社会で活躍できる人材

の育成を目的としています。 

③ 保育学科の教育目的 

保育や教育は、人の育ちを支援する営みであることを踏まえ、他者と連携し

ながら課題解決に主体的に取り組み、地域社会から真に求められる保育者の

養成を目的としています。 

 

教育目的については、「人間味豊かな格調の高い人格の育成と地域社会の発展へ

の寄与」を具現化し、学生にわかりやすく伝えるため、「学生ハンドブック 2024」

の巻頭に記載し、関係者はホームページで閲覧することができる。 

なお、この教育目的については、建学の精神の再定義を踏まえて見直された教育

理念に基づき、令和３年度に改正されたものである。 

 

「山口芸術短期大学ガバナンス・コード」 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/governancecode/ 
 

卒業又は修了の認定に関する方針 

（公表方法：https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/） 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/split/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/governancecode/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/
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（概要） 

 本学は、建学の精神・教育理念・教育目的に基づき、３つのポリシー（卒業認定・

学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針）を一体的に定

めており、「学生ハンドブック 2024」で明示し、関係者はホームページで閲覧する

ことができる。 

本学が定めている卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)は次のとお

りである。 

以下に示す目標とする学修成果（学士力）を身につけ、所定の在学期間を満たし、

基準となる単位を修得した者に対して、卒業を認定し、「短期大学士」の学位を授

与する。 

⑴ 態度・志向性：社会で生きていくための基本的な態度を身につけ、地域社会に

貢献する意欲をもっている。 

⑵ 汎用的能力：社会生活に必要な能力を身につけ、状況に応じて活用できる。 

⑶ 専門的知識・技能：専攻する専門分野における基礎的な知識・技能を修得して

いる。 

⑷ 総合的な学修経験と創造的思考力：修得した知識・技能等を総合的に活用し、

直面する課題にそれらを適用して解決することができる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/） 

（概要） 

本学では、以下のとおり教育課程編成・実施の方針を定めており、「学生ハンド

ブック 2024」で明示し、関係者はホームページで閲覧することができる。 

ディプロマ・ポリシーを踏まえて、教育課程編成、当該教育課程における学修方

法、学修成果の評価のあり方を示している。 

 

１．教育課程編成とその内容 

⑴ 「教養教育科目」では、社会を生きる上で必要な基礎的な教養（自然科学、人

文科学、情報技術等）を身につけるとともに、豊かな人間性と、格調高い人格の

形成をめざす。 

⑵ 「専門教育科目」では、実習・実践重視の多様な科目を設置し、専攻する分野

で活かせる専門的な知識や技能を身につけるとともに、実践力を養う。 

２．学修方法 

⑴ アクティブ・ラーニングを取り入れた教育方法の採用を推進する。 

⑵ レポート課題等を課す時期や量、科目間の整合性・連携性を図り、学生の主体

的な学びを保障する。 

⑶ 学生の学びが段階的に深まり、広がるように、実習や実践を教育課程の中心に

置く。 

３．学修成果の評価 

⑴ 各科目のシラバスに定める目標に対する到達度で評価する。 

⑵ ディプロマ・ポリシーに掲げた専門的知識・技能、汎用的能力、態度、及び総

合的な学修経験と創造的思考力について、学科別に定めた評価基準を基に評価

する。 
 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/） 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/
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（概要） 

本学では、以下のとおり入学者受入れの方針を定めており、ホームページで公開

している。 

ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえて、本学が求めてい

るものは、以下のとおり。 

１．入学前に身につけていてほしい能力 

⑴ 基礎的・基本的な知識・技能：入学後の修学に必要とされる基礎的・基本的な知

識・技能、及び基本的生活習慣や社会性を有している人 

⑵ 課題を解決するための思考力・判断力・表現力：現代社会の諸課題を、自らの 

生活に即して考え、よりよく生きようとする態度を身につけている人 

⑶ 主体的に学習に取り組む態度：主体性を持って、多様な人々と協働して学ぶ態度

を身につけている人 

２．入学後にディプロマ・ポリシーに掲げた学士力を身につけるため、開講する科目

群や課外活動の中で、以下の能力の獲得に意欲のある人 

⑴ 幅広い知識と視野を獲得し、地域の教育・福祉・芸術文化の発展に寄与しようと

する意欲がある人 

⑵ 卒業後に職業人として必要な専門基礎力を身につけ、社会が求める実践力を発揮

しようとする意欲がある人 

 

 

 

学部等名 山口芸術短期大学保育学科 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/split/） 

（概要） 

本学保育学科では、以下のとおり教育目的を定めており、「学生ハンドブック

2024」で明示し、関係者はホームページで閲覧することができる。 

保育や教育は、人の育ちを支援する営みであることを踏まえ、他者と連携しなが

ら課題解決に主体的に取り組み、地域社会から真に求められる保育者の養成を教

育目的としている。 

卒 業 又 は 修 了 の 認 定 に 関 す る 方 針 （ 公 表 方 法 ： https://www.yamaguchi-
jca.ac.jp/about/policy/） 

（概要） 

 本学保育学科では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を定め

「学生ハンドブック 2024」で明示し、関係者はホームページで閲覧することがで

きる。 

 

以下に示す目標とする学修成果（学士力）を身につけ、所定の在学期間を満たし、

基準となる単位を修得した者に対して、卒業を認定し、「短期大学士」の学位を授

与する。 

⑴ 学び続ける意欲をもって主体的に考え行動し、周囲に感謝の気持ちをもち、他者

と協調して生活することができる。 

⑵ 豊かな教養と感性・表現力を身につけ、高い倫理観や広い見識をもって物事に取

り組むことができる。 

⑶ 保育現場での実践に生かすことができる専門的知識や技能を身につけている。 

⑷ 子どもと深くかかわり、保護者・地域・関係機関等と連携しながら、保育実践上

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/split/
https://www.yamaguchi-
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の課題を創造的に解決することができる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/） 

（概要） 

本学保育学科では、以下のとおり教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポ

リシー）を定めており、「学生ハンドブック 2024」で明示し、関係者はホームペー

ジで閲覧することができる。 

 

ディプロマ・ポリシーを踏まえて、教育課程編成、当該教育課程における学修方

法、学修成果の評価のあり方を示している。 

１．教育課程編成とその内容 

⑴「教養教育科目」として、社会生活を営む上で必要な教養や汎用的な能力に関する

科目を開講し、意欲や主体性・協調性を身につけ、地域から求められる社会人の育

成をめざす。 

⑵「専門教育科目」として、保育者の免許・資格に関する科目を開講し、実践力やコミ

ュニケーション能力の高い、課題解決能力を身につけた専門職の養成をめざす。 

⑶ 芸術関係科目を多数開講し、表現力や創造性及び豊かな感性や人間性を磨き、格

調高い人格を有した人材の育成をめざす。 

２．学修方法 

⑴ アクティブ・ラーニングを推進し、学生の主体性や学ぶ意欲の向上を図る。 

⑵ 実習を軸として、講義・演習・実技を組み合わせることで、実践と理論をバラン

スよく身につける。 

３．学修成果の評価 

⑴ 各科目のシラバスに定める評価方法に基づき、目標に対する到達度で評価する。 

⑵ 学生は、卒業までに修得が期待される学修成果(８つの力)について、学修ベンチ

マークルーブリック等を活用して自己の学修を評価し、ポートフォリオに集積す

る。 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/） 

（概要） 

本学保育学科では、以下のとおり入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリ

シー）を定めており、ホームページで公開している。 

 

ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえて、本学科が求めて

いる者は以下のとおり。 
（１）組織や集団に、主体的かつ協調的に参加する意思のある人 
（２）文章力を含む基礎的な学力があり、幅広い表現力を身につけたい人 
（３）保育の仕事の重要性を理解し、専門的知識や技能を身につける意欲のある人 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/
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学部等名 山口芸術短期大学芸術表現学科 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/split/） 

（概要） 

本学芸術表現学科では、以下のとおり教育目的を定めており、「学生ハンドブッ

ク 2024」で明示し、関係者はホームページで閲覧することができる。 

教育理念にもとづき、広い視野で変化に適応し、地域社会で活躍できる人材の育

成を教育目的としている。 

卒 業 又 は 修 了 の 認 定 に 関 す る 方 針 （ 公 表 方 法 ： https://www.yamaguchi-
jca.ac.jp/about/policy/） 

（概要） 

本学芸術表現学科では、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を

定め「学生ハンドブック 2024」で明示し、関係者はホームページで閲覧すること

ができる。 

以下に示す目標とする学修成果（学士力）を身につけ、所定の在学期間を満たし、

基準となる単位を修得した者に対して、卒業を認定し、「短期大学士」の学位を授

与する。 

⑴ 働く意義を理解し、主体性をもって物事に取り組むことができる。 

⑵ 社会人としてふさわしい教養やコミュニケーション能力を身につけている。 

⑶ デザイン・ビジネス・音楽分野の知識・技能を身につけ、新しい価値を創造でき

る。 

⑷ 課題を発見して解決する力や、広い視野で変化に適応する力を身につけている。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/） 

（概要） 

本学芸術表現学科では、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

を定めており、「学生ハンドブック 2024」で明示し、関係者はホームページで閲覧

することができる。 

ディプロマ・ポリシーを踏まえて、教育課程編成、当該教育課程における学修方

法、学修成果の評価のあり方を示している。 

１．教育課程編成とその内容 

(1) 「教養教育科目」として、自然科学、人文科学等に関する科目を開講し、社会人

にふさわしい教養を身につけた人材の育成をめざす。 

(2) 「専門教育科目」として、芸術文化、デザイン、ビジネス、音楽、総合研究に関す

る科目を開講し、勤労観、主体性、コミュニケーション能力、デザイン・ビジネス・

音楽分野の知識・技能、創造力、課題解決力、変化への適応力を身につけた人材を育

成することをめざす。 

２．学修方法 

(1) アクティブ・ラーニングを推進し、学生の主体性や学び意欲の向上を図る。 

(2) 学生の学びが深まり、広がるように、講義・演習・実技・実習を組み合わせた教

育を実践する。 

３．学修成果の評価 

(1) 試験、レポート、実技課題等にもとづき、シラバスに定める目標に対する到達度

で評価する。 

(2) 卒業までに修得することが期待される学修成果(８つの力)について、学修成果ベ

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/split/
https://www.yamaguchi-
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/
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ンチマークルーブリック等を活用して評価する。 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/） 

本学芸術表現学科では、以下のとおり入学者受け入れの方針（アドミッション・

ポリシー）を定めており、ホームページで公開している。 

 

ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえて、本学科が求めて

いる者は、以下のとおり。 
（１）デザイン・ビジネス・音楽の専門性を高めるために、基礎的な学力を身につ

けている人  
（２）社会人にふさわしい教養、コミュニケーション能力、創造力を身につける意

欲のある人 
（３）地域社会の発展に寄与するために、他者と協働して主体的に物事に取り組む

意欲のある人 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法： https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about 

 

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 人 － 人

保育学科 － 6人 3人 2人 人 人 11人

 芸術表現学科 － 4人 1人 1人 人 人 6人

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

2人 49 人 51 人

各教員の有する学位及び業績 

（教員データベース等） 
公表方法：https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/teacher/ 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

「山口学芸大学及び山口芸術短期大学ＦＤ・ＳＤ委員会規程」を定め、本規程に基

づいて活動を行っている。本学は、小規模な大学であるため、教員と職員が一体となっ

た教職協働体制で業務を行っており、教員のＦＤ活動と事務職員のＳＤ活動をともに

実施している。 

ＦＤ・ＳＤ委員会では、(1)教育研究活動の改善の立案に関すること、(2) ＦＤ・Ｓ

Ｄ研修プログラムの企画と実施に関すること、(3) ＦＤ・ＳＤ研修活動に関する情報の

収集と提供に関することこと、(4) ＦＤ・ＳＤ活動の点検に関することなどを審議し、

毎年度策定する年間計画によりＦＤ・ＳＤ研修を実施し、教育研究活動及び事務業務等

の支援を行っている。 

 

 

 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/teacher/
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④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 

 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

保育学科 80 人 66 人 82.5％ 180 人 140 人 77.8％ 0人 0 人

芸術表現学科 40 人 41 人102.5％ 80 人 79 人 98.8％ 0人 0 人

合計 120 人 107 人 89.2％ 260 人 219 人 84.2％ 0人 0 人

（備考） 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

保育学科 
70 人

（100％）

0人

（0.0％）

69人

（98.6％）

1人

（1.4％）

芸術表現学科 
46 人

（100％）

2人

（4.3％）

39人

（84.8％）

5人

（10.9％）

合計 
116 人

（100％）

2人

（1.7％）

108 人

（93.1％）

6人

（5.2％）

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

（進学先）専攻科 （就職先）幼稚園、認定こども園、保育所、施設、一般企業 

（備考） 

 

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 
入学者数 

修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

保育学科 
72 人

（100％）

70人

（97.2％）

0人

（0.0％）

2人

（2.8％）

0人

（0.0％）

芸術表現学科 
45 人

（100％）

42人

（93.3％）

0人

（0.0％）

2人

（4.4％）

1人

（2.2％）

合計 
117 人

（100％）

112 人

（95.7％）

0人

（0.0％）

4人

（3.4％）

1人

（0.9％）

（備考） 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

（概要） 

授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画については、授業計画(シ

ラバス)に基づき、適正に実施している。 

授業計画書(シラバス)の作成については、履修方法に関する規程第５条第１項及び

第２項の規定に基づき、授業科目毎にシラバス作成要領に則ったシラバスを作成して

おり、授業形態(方法)、ナンバリングコード、授業概要、到達目標、到達目標とディ

プロマ・ポリシーに掲げる学修成果との関連性、授業計画、アクティブ・ラーニング
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の内容、成績評価の方法・基準に加え、課題等のフィードバックの具体的方法、時間

外学習の内容や時間、参考となるテキスト・参考書、授業担当者の実務経験等を明確

に記載している。シラバス作成の最終調整では、授業担当者・担当課以外の教員によ

るチェック体制があり、学生にわかりやすいシラバス作成に努めている。 

シラバスは、ホームページで公開し、年度当初のオリエンテーション等で活用して

いる。 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

（概要） 

本学では、学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準を、

学則及び「履修方法に関する規程」、「単位認定及び試験に関する規程」に定め、学

修成果に係る評価及び卒業の認定について、厳格かつ適正に実施している。 

授業科目毎の学修の成果に係る評価については、Ｓ(100～90 点)、Ａ(89～80 点)、

Ｂ(79～70 点)、Ｃ(69～60 点)、Ｄ(60 点未満)の 100 点法・５段階評価とし、Ｄの

場合は単位を認定していない。その科目の出席時数が総授業時数の 3 分の 2 に満た

ない場合も、原則として単位は認定しない。 

また、本学ではＧＰＡ制度も導入し、学期ＧＰＡ1.00未満が連続する者への退

学勧告や年度GPA3.00以上の学生への履修登録単位の上限緩和等にも活用してい

る。授業科目別に履修者全員のGPの平均を算出し、成績評価が著しく易しい（あ

るいは厳しい）授業科目がないかを確認し、成績評価の適切な実施に努めてい

る。ホームページには、ＧＰＡの算出方法及び成績の分布状況を公開しており、

学生が自分自身の成績の位置を確認できるようにしている。 

「卒業研究」については、各学科で「子ども総合研究Ⅰ・Ⅱ」(保育学科)、「卒業

研究(芸術表現学科)を設け、研究論文、演奏、創作等の通年の専門演習科目を、シ

ラバスに記載した成績評価基準に基づき実施している。その際、いずれも研究発表

を義務づけ、評価方法と評価基準を明示し、学修成果の厳正かつ適正な評価を行っ

ている。 

卒業の認定に当たっては、ディプロマ・ポリシーに則り、以下に示す⑴～⑷の、目

標とする学修成果(学士力)を身につけていること、かつ、短期大学に２年以上在籍

し、学則や学位規程、履修方法に関する規程等に定められた要件が満たされている

こと等を教授会で確認・審議し、その意見に基づき学長が決定している。 

 

⑴ 態度・志向性：社会で生きていくための基本的な態度を身につけ、地域社会に

貢献する意欲をもっている。 

⑵ 汎用的能力：社会生活に必要な能力を身につけ、状況に応じて活用できる。 

⑶ 専門的知識・技能：専攻する専門分野における基礎的な知識・技能を修得して

いる。 

⑷ 総合的な学修経験と創造的思考力：修得した知識・技能等を総合的に活用し、

直面する課題にそれらを適用して解決することができる。 
 

学部名 学科名 
卒業又は修了に必要

となる単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

 保育学科 62 単位 有・無 50 単位

 芸術表現学科 62 単位 有・無 50 単位

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 

公表方法： 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy-
assessment/ 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy-
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学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項）

公表方法： 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/ 
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy-
assessment/ 
免許・資格の取得、授業アンケート等 
 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法：https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/campuslife/campusmap/ 
 

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

 保育学科 620,000 円 250,000 円 323,000 円
施設費 233,000 円、教育充実費

90,000 円 

 
芸術表現

学科 620,000 円 250,000 円 323,000 円

施設費 233,000 円、教育充実費

90,000 円 

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

学生への経済的支援として、学納金の延納・分納制度、公的奨学金の取扱いのほか、

本学独自の奨学金制度として、遠隔地特別奨学金制度、芸術表現学科特別奨学金制度、

みらい芸術文化奨学金制度等に加え、令和５年度から学修用端末購入推進奨学金（BYOD

奨学金）を新設したところである。 
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/campuslife/support/scholarship/ 

 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

大学全体のキャリア支援を統括する機関としてキャリア支援センターを設置し、そ

の下に職種ごとに適切な支援を行うことを目的に、就職支援室、保育職支援室を置いて

いる。また、全学的なキャリア支援について審議する組織として、各学科や各室などの

代表からなるキャリア支援委員会を組織し、教職協働で支援を行っている。新卒者の就

職先への訪問やアンケートを通して、要望や意見を聞き取るとともに、卒業生からの相

談にも応じ継続的な支援を行っている。就職状況は好調である。 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/career/ 
c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/policy-
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/campuslife/campusmap/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/campuslife/support/scholarship/
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/career/
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（概要） 

毎年４月に、学生全員の健康診断を実施している。診断項目は、計測（身長・体重・

視力）・胸部 X線・内科検診である。これらの結果と併せて、BMI 値も診断票に記入し、

健康相談の資料としている。検査を必要とする学生に対しては、個別に対応し、別途検

査結果を保健室に提出するよう指導している。 

保健室では、日常の学生からの健康相談に加え、健康安全に関する知識や理解を深め

ることを目的として、年４回の保健室だよりと、インフルエンザ等季節における流行疾

患の注意喚起を促す資料等を発行し、学内の掲示板にて周知を図っている。また、希望

者へのインフルエンザの予防接種を学内で毎年実施している。 

メンタル面についても保健室で体調管理の面と併せて指導を求める学生が多いた

め、対応した看護師・学生課そして学科教員が連携し、相談内容によっては公認心理士

の指導も加えて対応できる体制を整えるとともに、保健室は学生の心身の健康支援上

重要な位置付けをなしている。 

心理的・精神的な悩みや問題を抱える学生の支援は、学生相談室が中心となってその

任務を担っている。令和５年度からは非常勤職員（臨床心理士）１人を配置した。 

学生相談室の開室時間は、令和６年度から週１日（１日４時間）へ拡充した。平成 27

年度以降の保健室業務の充実に伴い、学生相談は学科教員と保健室とが必要に応じて

情報共有するなど、積極的な連携を行うことでさらに充実させている。 

＜保健室＞ 
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/campuslife/support 
＜学生相談室＞ 
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/campuslife/support 
  

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法： https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/ 

 

https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/campuslife/support
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/campuslife/support
https://www.yamaguchi-jca.ac.jp/about/disclosure/


（別紙）

※ この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。

※

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数

※

※ 備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

学校コード（13桁） F235310110184

（備考）

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当したことによ
り認定の取消しを受けた者の数

年間 0人

第Ⅱ区分 - -内
訳 -

0人

家計急変による
支援対象者（年間）

0人

37人

第Ⅲ区分

第Ⅳ区分

合計（年間）

以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄（合計欄を含む。）について、該当する人数が1人以上10人以
下の場合には、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載する
こと。

本表において、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分、第Ⅳ区分とは、それぞれ大学等における修
学の支援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第１号、第２号、第３
号、第４号に掲げる区分をいう。

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認定の取
消しを受けた者の数

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたことにより
認定の取消しを受けた者の数

年間

37人

後半期

34人

19人

-

0人

学校名（〇〇大学 等）

設置者名（学校法人〇〇学園 等）

山口芸術短期大学

学校法人宇部学園

前半期

支援対象者（家計急変
による者を除く）

37人

23人第Ⅰ区分

1



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

年間 前半期 後半期

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（備考）

（備考）

修業年限で卒業又は修了で
きないことが確定

修得単位数が標準単位数の
５割以下
（単位制によらない専門学校に
あっては、履修科目の単位時間数
が標準時間数の５割以下）

出席率が５割以下その他学
修意欲が著しく低い状況

人 0人 -

人 0人 0人

「警告」の区分に連続して
該当

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）の処分を
受けたことにより認定の取消しを受けた者の数

計

人

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの
に限る。）

右以外の大学等

後半期前半期年間

- 0人 -

0人 0人

人 0人 0人

退学 0人

３月以上の停学 0人

年間計 0人

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成績が著
しく不良であることについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められず、遡って認
定の効力を失った者の数

右以外の大学等
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を含む。）、高
等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専門学校（修業年限が２年以
下のものに限る。）

人 0人 0人

2



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

訓告 0人

年間計 0人

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学生認定
の効力の停止を受けた者の数

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより認定の効力の
停止を受けた者の数

３月未満の停学 0人

（備考）

修得単位数が標準単位数の
６割以下
（単位制によらない専門学校に
あっては、履修科目の単位時間数
が標準時間数の６割以下）

人 0人 0人

ＧＰＡ等が下位４分の１ 人 0人 -

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの
に限る。）

年間 前半期 後半期

計 人 0人 -

出席率が８割以下その他学
修意欲が低い状況

人 0人 0人

（備考）

3


